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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

＜基本的な考え方＞

当社は、グループ経営理念である「THE VALQUA WAY」のもと、シールエンジニアリングのパイオニアとして、企業の持続的な成長による企業価値

の向上を実現するため、透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定を行うための経営体制を構築し、最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充
実に継続的に取り組んでまいります。

＜基本方針＞

(1)株主の権利・平等性の確保

株主の権利を尊重し、株主の平等性を確保するとともに、適切な権利行使のための環境整備や権利保護に努めます。

(2)株主以外のステークホルダーとの適切な協働

当社を取り巻くステークホルダー（取引先、従業員、地域社会等）との信頼関係の維持・向上に努めます。

(3)適切な情報開示と透明性の確保

法令等に基づく開示を適切に行うとともに、法令等に基づく開示以外の情報も主体的に発信し、透明性の確保に努めます。

(4)取締役会の責務

透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定を行うため、社外取締役の選任や執行役員制度の導入など、取締役会の責務の適切な遂行に努めます。

(5)株主との対話

株主と当社の中長期的な成長の方向性を共有したうえで、建設的な対話に努めます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則4-1③】（取締役会の役割・責務）

現在、当社には取締役会が監督する具体的な最高経営責任者等の後継者計画は存在しませんが、当社は企業経営および業務運営を通じて最
高経営責任者等の後継者の育成に取り組んでおります。

【補充原則4-10①】（諮問委員会の設置・活用）

現在、当社の独立社外取締役の人数は、取締役会の過半数には達しておりませんが、任意の諮問委員会は設置しておりません。

取締役候補の選任等については、取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得ております。また、取締役の報
酬については、社外取締役3名を含む取締役会が改廃権限を有する「役員報酬規程」に基づき、決定しております。このように、指名・報酬などの
特に重要な事項に関する検討について、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ているものと考えております。任意の諮問委員会の設置・活用
については、会社の状況に応じて引き続き検討してまいります。

【原則5-2】（経営戦略や経営計画の策定・公表）

当社は中期経営計画を策定しております。同計画におきましては、セグメント別の売上・利益計画を策定し、また営業利益率・ＲＯＥ・自己資本比率
などを経営指標と定めております。

なお、当社では資本コストの把握をしており、今後は、資本コストを意識した経営戦略・経営計画の策定および開示につきましても、検討を進めて
まいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】（政策保有株式）

＜保有方針＞

当社は、原則として政策保有株式を保有しない方針としております。ただし、当社が行う事業および財務運営において、戦略上協力関係を結ぶ必
要があり、かつ、当社の中長期的な企業価値向上に資する場合に限り、その企業の株式を政策保有株式として保有します。

＜保有適否の精査・検証＞

当社は、保有することとした株式の継続保有の是非については、毎年、取締役会において保有目的の適切性、保有に伴う便益とリスクが、コスト
に見合っているか等を個別に精査し、継続保有の適否の検証を実施することとしております。

＜議決権行使基準＞

政策保有株式の議決権行使にあたっては、投資先の経営目標の設定および実績、株主還元、コーポレート・ガバナンスの観点から、中長期的な
視点で企業価値の向上、株主還元の向上に資するかを総合的に判断し、適切に行使しております。

【原則1-7】（関連当事者間の取引）

当社は、会社法等に基づき、取締役会の承認を得なければ、当社役員が利益相反行為を行ってはならない旨を取締役会規則で定めており、その
取引実績については、関連法令に基づき適時適切に開示いたします。



【原則2-6】（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

当社は、バルカー企業年金基金を通じて、企業年金の積立金の運用を行っており、企業年金基金に対し、選定代議員として財務・法務・人事部門
の部門長等から企業年金の運用に適切な資質を持った人材を選出しております。

将来にわたって健全な年金制度を維持するため、受益者の利益の最大化および利益相反取引の適切な管理を目的に、政策的資産構成割合を代
議員会で決定するとともに、年金資産管理委員会で運用機関に対し、定期的に運用状況のモニタリングを行い、運用の健全性を確認しておりま
す。

【原則3-1】（適切な情報開示と透明性の確保）

(1)企業理念・経営計画

当社は、企業理念である「THE VALQUA WAY」を制定するとともに、それを具現化する中期経営計画「New Frontier 2022（NF2022）」を策定してお

ります。

「THE VALQUA WAY」(http://www.valqua.co.jp/company/philosophy/)

「New Frontier 2022（NF2022）」中期経営計画 (http://www.valqua.co.jp/ir/plan/)

(2)ガバナンスに関する考え方・基本方針

「Ｉ.1.基本的な考え方」の＜基本的な考え方＞・＜基本方針＞の項目に記載のとおりであります。

(3)取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続

「II.1.機関構成・組織運営等に係る事項」の【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」の項目に記載のとおりであり
ます。

(4)取締役会が、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行う際の方針と手続

当社では、国際性やジェンダーなどを含む多様性を重視しつつ、優れた人格・見識・能力および経験ならびに高い倫理観等を有し、経営陣幹部
（執行役員）、取締役または監査役として職責を全うできる適任者であるかどうかを、選解任および指名の方針としております。また、取締役候補
の指名等の重要な事項については、取締役会の決議に先立ち、社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得ております。そのうえで、社外取
締役が3名含まれる取締役会において、経営陣幹部（執行役員）については選解任を行い、取締役または監査役候補者については指名しておりま
す。

さらに、取締役については、当社の経営・事業の状況および強み・課題などを熟知し、専門能力・知見を有する社内取締役と、多様なステークホル
ダーや社会の視点から成長戦略やガバナンスの充実について積極的に意見を述べ、問題提起を行うことができる社外取締役により取締役会を構
成することを基本方針としております。監査役については、当社の事業に精通し、幅広い知見と経験を兼ね備えた社内監査役と、法律、財務・会
計、企業経営等に関する専門能力および知見と多様な経験を有する社外監査役により監査役会を構成することを基本方針としております。

（5）経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補者の指名についての、個々の説明

経営陣幹部（執行役員）の個々の選解任については、当社ホームページなどにおいて、取締役候補者および監査役候補者の個々の指名につい
ては、「株主総会招集ご通知」において記載しております。

「人事情報」（http://www.valqua.co.jp/company/personnel/）

「株主総会招集ご通知」（http://www.valqua.co.jp/ir/meeting_report/）

【補充原則4-1①】（取締役会の役割・責務）

当社取締役会は、法令および定款で定められた事項のほか、取締役会規則に定めた経営に関する重要事項について決議を行っております。

これら以外の業務執行の決定については、社内規程を整備し取締役会から常務会、代表取締役会長、代表取締役社長、執行役員等に適切に権
限を委譲することにより、意思決定の機動性を高めております。

【原則4-8】（独立社外取締役の有効な活用）

当社には、社外取締役3名、社外監査役2名が在籍しており、当社は当該社外役員全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出
ております。

【原則4-9】（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）

独立社外取締役の選任にあたって、候補者は東京証券取引所が定める独立性基準に合致していることに加え、当社の経営に率直かつ建設的な
助言をしていただける豊富な経験、専門性、高い見識を重視しております。

【補充原則4-11①】（取締役会の全体としての能力、多様性の考え方）

当社取締役会は、経験や専門知識等が異なる多様な取締役によって構成し、取締役会の機能が最も発揮できる体制としております。

取締役会の規模については、意思決定の迅速性の確保と審議の充実の観点を踏まえ、適切な員数を維持する方針としております。

【補充原則4-11②】（取締役・監査役の兼任状況）

取締役および監査役の重要な兼職状況については、「株主総会招集ご通知」に記載のとおりです。（http://www.valqua.co.jp/ir/meeting_report/)

【補充原則4-11③】（取締役会の実効性自己評価）

当社は、年に1回程度取締役会の実効性について自己評価をベースとした分析・評価を実施しております。その結果、2019年度の取締役会の職
務の遂行においては、実効性が十分に確保されていることを確認しております。

【補充原則4-14②】（取締役・監査役のトレーニング方針）

取締役・監査役がその機能を十分に果たすことを可能とするため、その就任の際、また就任後も継続的に当社の事業・財務・組織等に関する必要
な知識を取得できるよう適宜機会を提供することとしております。

【原則5-1】（株主との建設的な対話に関する方針）

株主との建設的な対話を促進するためのIR活動を含む情報開示に関する基本的な考え方や情報開示統制の枠組み等についてはディスクロー
ジャーポリシーに記載のとおりです。

「ディスクロージャーポリシー」（http://www.valqua.co.jp/ir/disclosure/）

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満



【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,397,800 7.94

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口) 1,227,900 6.97

JP MORGAN CHASE BANK 385174

(常任代理人　みずほ銀行）
688,400 3.91

株式会社三井住友銀行 537,875 3.05

バルカー東京共栄会 470,969 2.67

三井住友信託銀行株式会社

(常任代理人　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
400,000 2.27

瀧澤　利一 354,068 2.01

GOVERNMENT OF NORWAY

(常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ)
338,588 1.92

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 330,100 1.87

ダイキン工業株式会社 285,151 1.62

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

【大株主の状況】は、2020年3月31日現在の状況です。

2018年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行株式会社およびその共同保有者2社が2018年12
月14日現在で、それぞれ以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、上記大株主の状況に記載の三井住友信託銀行株式会社の所
有株式数を除き、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

三井住友信託銀行株式会社：400千株 (2.14%)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社：500千株（2.68%）

日興アセットマネジメント株式会社：138千株 (0.74%)

2019年4月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、コロンビア・ワンガー・アセット・マネジメント・エルエルシー（Columbia

Wanger Asset Management, LLC）が2019年4月15日現在で、以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現

在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

コロンビア・ワンガー・アセット・マネジメント・エルエルシー（Columbia Wanger Asset Management, LLC）：952千株（5.10%）

2019年8月27日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三井住友銀行およびその共同保有者1社が2019年8月20日
現在で、それぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、上記大株主の状況に記載の株式会社三井住友銀行の所有株式数を除
き、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社：1,340千株（7.17%）

株式会社三井住友銀行：537千株（2.88%）

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――



５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 7 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

関　忠行 他の会社の出身者

三木　緑 他の会社の出身者

関根　近子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

関　忠行 ○ ―――

同氏は豊富なビジネス経験と企業経営に関す
る高い見識をもとに、当社の経営全般について
的確な助言をいただけるものと判断し、社外取
締役として選任しております。

また、一般株主との間に利益相反の生ずるお
それはない独立した立場にあると判断し、独立
役員に指定しております。



三木　緑 ○ ―――

同氏は三木産業株式会社の代表取締役社長
を務めており、長年にわたる経営のトップとして
の豊富な経験から、当社の経営全般について
的確な助言をいただけるものと判断し、社外取
締役として選任しております。

また、一般株主との間に利益相反の生ずるお
それはない独立した立場にあると判断し、独立
役員に指定しております。

関根　近子 ○ ―――

同氏は株式会社資生堂の執行役員としての豊
富なビジネス経験をもとに、多角的視点から当
社の経営全般について的確な助言等をいただ
けるものと判断し、社外取締役として選任して
おります。

また、一般株主との間に利益相反の生ずるお
それはない独立した立場にあると判断し、独立
役員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人との関係については、必要に応じて積極的に意見交換および情報交換を行うとともに、監査の実施経過等についても適時報

告を求めるなどの体制をとっております。また内部監査室とは、内部監査の結果について報告を求めるなど、緊密な連携を図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され

ている人数
2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

八戸　孝彦 弁護士

高橋　秀法 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

八戸　孝彦 ○ ―――

同氏は弁護士であり、法律の専門家としての立
場からの助言・監督を行っていただけるものと
判断し、社外監査役として選任しております。

また、一般株主との間に利益相反の生ずるお
それはない独立した立場にあると判断し、独立
役員に指定しております。

高橋　秀法 ○ ―――

同氏は公認会計士であり、企業会計の専門家
としての立場からの助言・監督を行っていただ
けるものと判断し、社外監査役として選任して
おります。

また、一般株主との間に利益相反の生ずるお
それはない独立した立場にあると判断し、独立
役員に指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

当社は、独立役員に係る取引または寄付が次に定める軽微基準を充足する場合は、当該独立役員の独立性に与える影響がないと判断し、独立
役員の属性情報の記載を省略しております。

①直前連結会計年度における当社と取引先との間の取引金額（製品・役務の提供、調達にかかる金額）が、支払いを受けた者の直前連結会計年
度における連結売上高の1％以下

②直前連結会計年度において、当社からの寄付の金額が、1,000万円未満

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

取締役の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬（賞与）および譲渡制限付株式報酬によって構成しており、この業績連動報酬および譲渡制限付株
式報酬は取締役に職責全うを動機づける内容としております。その詳細は「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照くださ
い。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

1.2020年3月期における取締役および監査役の報酬等の総額は、以下のとおりです。

取締役（社外取締役を除く）　4名

報酬等の総額　327百万円

（固定報酬　253百万円、業績連動報酬　38百万円、譲渡制限付株式報酬　36百万円）

監査役（社外監査役を除く）　1名



報酬等の総額　19百万円（固定報酬のみ）

社外役員　6名

報酬等の総額　66百万円（固定報酬のみ）

2.2020年3月期における報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額は、以下のとおりです。

瀧澤　利一　　

総額　142百万円（固定報酬　111百万円、業績連動報酬　16百万円、譲渡制限付株式報酬　15百万円）

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

1.方針の内容

当社は、役員の役割がグループ全体の経営方針・戦略に基づいて、当社企業価値を高めることにあると考え、役員報酬はそのインセンティブとし
て位置づけております。役員の報酬の水準については、役員の役割と責任および業績に報いるのに相応しいものとしております。

当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2018年6月20日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額については年額500百万
円以内（うち社外取締役分は年額60百万円以内）、また監査役の報酬限度額については年額100百万円以内となります。なお、この取締役の報酬
額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。また、当社定款において取締役の員数の上限については7名、監査役
の員数の上限については4名と定めております。

2.決定方法

株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締役の報酬等のうち、固定報酬、業績連動報酬（賞与）は、取締役会決議によって一任
された代表取締役会長が、社外取締役を含む取締役会で承認された役員報酬規程のもと、以下3.の基準（報酬基準）に従い、各取締役への具体
的配分について決定しております。監査役の報酬等は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議で決定しており、そ
の報酬については、職務内容と責任に応じたものとなっております。なお、当事業年度の取締役の報酬額等の決定につきましても取締役会が代
表取締役会長に一任し、役員報酬規程のもと、以下3.の基準（報酬基準）に従って決定しております。また、取締役の報酬等のうち譲渡制限付株
式報酬については、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、取締役会において決定しております。

3.報酬基準

取締役の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬（賞与）および譲渡制限付株式報酬によって構成しており、この業績連動報酬および譲渡制限付株
式報酬は取締役に職責全うを動機づける内容としております。

取締役の固定報酬は、在任年数、貢献度、経験、専門性等を勘案して決定しております。

取締役の業績連動報酬は、企業業績を総合的かつ適切に評価できるよう、業績および株主の皆様への配当等の事情を指標として勘案することと
し、原則として固定報酬と業績連動報酬の比率を7：3としており、個別の業績連動報酬は、当該比率に基づき基準額を算出し、その基準額の0%～
150%の範囲で決定いたします。なお、指標となる業績や株主の皆様への配当等につきましては、総合的かつ適切な判断ができるよう、現時点では
一義的な目標を定めておりません。

取締役の譲渡制限付株式報酬に関しては、コーポレートガバナンス・コードにおいて、中長期的な業績に連動したインセンティブ報酬を経営陣に付
与することが求められております。これを踏まえ、当社の取締役（社外取締役を除く。）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価
上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、2019年6月20日開催の定時株主総会において、株式報酬として譲渡制限付株
式報酬制度の導入を決議しており、上記1.の取締役の報酬限度額の範囲内で、各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式の総数を3万株以内とし
ております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

取締役会の議案内容その他重要な事項については、その都度事前に報告説明を実施しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

1.取締役、取締役会および常務会

当社は、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため、取締役会の改革を行うとともに執行役員制度を導入し、取締役と執行役員の役
割を分離した機動的なグループ経営体制を確立しており、取締役会は、グループ全体の企業価値の向上を図るための意思決定および業務執行
の監督機関として位置付け、取締役会が決定した経営方針・戦略に従って執行役員が業務を執行する責任を負うことといたしております。また当
社は、取締役会から、常勤の取締役によって構成される常務会に一定の経営に関する重要事項の決定を委任しており、経営決定の機動性を高め
るとともに日常の監督・助言によって、執行役員の執行の適正を図っております。

2.監査役および内部監査

当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名（内、社外監査役2名）の3名で構成され、取締役会、常務会、そ
の他重要な会議に出席する他、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役および執行役員の業務執行につき監査を行い、経営に対する監視・監査
機能を果たしております。

また、内部監査機能を果たす組織として取締役会に直属する内部監査室があり、本社部門、各事業所および国内外子会社に対して、業務、コンプ
ライアンス等の内部監査を定期的に実施しております。

3.会計監査

当社は、会社法および金融商品取引法に基づく会計監査についてEY新日本有限責任監査法人を選任し、連結子会社を含めて公正不偏な会計
監査を受けております。当社および連結子会社（以下「当社等」）は、同監査法人の業務執行社員との間に特別な利害関係はなく、また、業務執行
社員については、当社等の会計監査に一定期間を超えて関与することはありません。

・監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

・継続監査期間

40年間　※調査が著しく困難であったため、継続監査期間がその期間を超える可能性があります。



・業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員：　由良知久、増田晋一

・監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　8名、その他　38名

4.社外取締役および社外監査役との責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して
おります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該
社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

5.コーポレート・ガバナンス体制の状況

別紙「コーポレート・ガバナンス体制図」のとおり

(コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの実施状況)

取締役会は原則として月1回の定例会議のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しております。この他に、常勤の取締役で構成され
る常務会が原則として隔週で開催されております。また、業務執行状況のレビューおよび月次方針を検討するために、月1回執行役員会が開催さ
れております。

監査役会については、原則として月1回開催されるとともに、必要に応じて内部監査室または会計監査人との情報交換を実施しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は上述のとおり、社外取締役および社外監査役による客観的な経営監視機能が十分に整っているものと判断し、現状の体制を採用しており

ます。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 今後とも可能な限り早期発送に努めたい。

集中日を回避した株主総会の設定 毎回6月20日前後に開催している。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権の行使を可能としている。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

議決権電子行使プラットフォームに参加している。

招集通知（要約）の英文での提供 当社ウェブサイト上に英文を公表している。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ディスクロージャーポリシーを策定し、ホームページ上に掲載している。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

原則として年2回開催している。 あり

IR資料のホームページ掲載

有価証券報告書・四半期報告書、決算短信、適時開示資料、株主通信（バル
カーレポート・年2回）を掲載している。

また、決算短信要約版（財務諸表他・四半期毎）、業績・財務状況推移表（Fact

Sheet・年度毎）、決算補足資料（四半期毎）は英語対応を行うとともに、原則と
して決算発表当日に公開し、投資家属性間の情報格差の解消に努めている。

IRに関する部署（担当者）の設置 IR室を設置し、IR専任者を配属している。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

経営理念において規定している。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

環境憲章を制定し、法令の遵守と継続的な環境負荷の低減に努めている。また、ホーム
ページやCSRレポート（2020年度よりサステナビリティレポートへ変更予定）での報告に加
え、外部機関・顧客等の調査に対し、活動の実績等の情報を適切に公開している。

当社グループにおけるCSRとは、企業理念を具現化する事業活動そのものであり、社会

の様々な期待に応えるべく、GRIスタンダード等の国際基準を踏まえながら、バルカーグ
ループCSR推進委員会で定期的に検証を行い、CSR活動を推進している。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会で決議した「内部統制システムに関する基本的な考え方」は以下のとおりであります。

1.当社は、コンプライアンス遵守を普遍的な最重要課題とし、基本方針「THE VALQUA WAY」のなかで、従うべき理念である「正正堂堂と」を、さら

に行動指針としての「コンプライアンス遵守と誠実な行動」を宣言し、グループの全従業員に周知徹底する。

コンプライアンス・マニュアルを制定・配布するとともに、コンプライアンス委員会を中心としたグループコンプライアンス体制を確立し、同体制下、各
種法規制等に対応する諸規程の整備、研修、訓練等を実施する。

具体的には、2007年１月１日にコンプライアンスに関する事項を統括する役員として、チーフ・コンプライアンス・オフィサー（ＣＣＯ）を設置し、ＣＣＯ
は、定期的にグループ全体のコンプライアンスに関する状況をコンプライアンス委員会に報告する。

コンプライアンス体制の確立を実効あらしめるためグループ内監査体制を強化し、監査役は、監査役監査基準に基づき取締役および従業員の職
務執行について監査を行うものとし、内部監査部門として、他の部門から独立した内部監査室を設置する。また、コンプライアンスに関する相談・
通報を受け付けるグループ内部通報制度を設ける。

反社会的勢力排除について、当社はコンプライアンス・マニュアルにおいて遵法精神と確固たる倫理観のもと、「反社会的勢力との対決」を宣言
し、毅然とした態度で、反社会的勢力との一切の関係遮断を図り、公正かつ透明性のある企業活動に徹する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

社内における文書の作成、保管、保存等については原則として文書管理規程に基づき実施されることとし、特に、取締役の職務の執行に係る取
締役会議事録、常務会議事録、その他各種委員会等議事録等については、それぞれ所管部署において定められた手続等に従い適正に保存、管
理体制をとるものとする。また稟議書、各種申請書類等職務執行の記録を記した書類等についても、これらに準じた保存、管理体制を構築する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

グローバルにグループ全体でリスク管理体制の構築に努めるものとする。特に災害、環境、品質、輸出管理等に係るリスクについては、それぞれ
所管する部署において、規程、マニュアル等を制定・整備し、リスクの顕在化を防止するとともに、万一リスクが顕在化した場合に損失を最小化す
るための施策を予め講じるものとする。また、非常事態における業務継続、復旧のための基本対応手順・対策を事前に定めるとともに、かかる事
態を速やかに上級職位並びに関係者に通報する体制を整備する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会をグループ全体の企業価値向上を図るための意思決定および執行役員によりなされる業務執行の監督機関として位置付け、取締役会
が決定した経営方針・戦略に従って執行役員が業務を執行する執行役員制度を採用するものとする。取締役は、執行役員会等重要な会議に出
席し、執行役員の業務執行について助言・監督する。取締役、執行役員および従業員の職務分掌・権限は、経営基本規程、職務権限規程、業務
分掌規程等社内規程において明定するとともに、それら規程に基づき常に業務の効率化を図るものとする。。

5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

上記1.から4.の各項目については、グループ各社に適用されることを基本とし、グループ内の情報交換、人事交流等連携体制を強化することによ
り統制の実効性を高める。また、コンプライアンスおよびリスク管理を統一的かつ効率的に実施するためグループ内監査体制を確立する。さらに、
グループ内取引については、法令、社内規程等に従い、適切に処理される体制を確立する。

(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

グループ全体の業務の確実かつ効率的な執行と運用を図ることを目的として制定された子会社管理規程に基づき、子会社は定期的に開催される
取締役会や幹部会議の内容を当社に報告し、必要に応じて当社決裁手続を経る体制を確立する。

(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

グループリスク管理体制のもと整備された、リスク管理に関連する規程・マニュアル等に基づき、子会社はリスクの顕在化を防止するとともに、万
一リスクが顕在化した場合に損失を最小化するための施策を予め講じるものとする。また、子会社は非常事態における業務継続、復旧のための
基本対応手順・対策を事前に定め、かかる事態が生じた場合には速やかに当社に報告し、直ちに対策をとる体制とする。

(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、グループ中期経営計画を策定し、グループ各社およびその役員および従業員はそれに基づいて職務を執行する効率的かつ確実な執行
体制を確立する。また財務的側面では、グループファイナンスの最適化のため、資金の集中・一元管理を行う。

(4)子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、1.に記載するグループコンプライアンス体制を構築し、子会社は同体制のもとコンプライアンス・マニュアルをはじめとするコンプライアンス
関連規程を遵守する。また、当社は、同体制の一環として、グループコンプライアンス研修、訓練等を子会社に対し適宜実施する。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に
関する事項、ならびに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役と監査役との協議のうえ、補助使用人を置く。その場合当該使用人の取締役
からの独立性を確保するため、当該使用人に対する業務指示は監査役が直接行い、異動等の人事権に関する事項の決定には監査役の同意を
要するものとする。

7.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制、ならびに報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

監査役は、取締役会、常務会、執行役員会等重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役および執行役員の業務執
行につき監査を行うとともに、定期的に監査役会を開催し相互の情報交換を行うものとする。また、取締役、執行役員および従業員から、監査役
に対してタイムリーかつ必要な情報が提供される体制を構築する。なお、当該情報提供を実効あらしめるため、グループ内部通報制度には、通報
者に対する不利益な取扱いの禁止を制度上明定する。

8.子会社の取締役、監査役および使用人等またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制、ならびに報告をした者
が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

子会社の取締役会・幹部会議の内容、および当社の内部監査部門が行うグループ内部監査の結果が、監査役に報告される体制を確立する。ま



た、子会社の役員および従業員から、監査役に対してタイムリーかつ必要な情報が提供される体制を構築する。なお、同体制の一部を担うグルー
プ内部通報制度はグループ内すべての従業員を対象とし、通報者に対する不利益な取扱いの禁止も同様に適用する。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方
針に関する事項

監査役がその職務の執行において必要とする費用については予め予算計上する。また、緊急、臨時に支出した費用は事後において会社に償還
請求できる旨を監査役監査基準に定め、適正に運用する体制とする。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、取締役会への出席に加え、必要に応じて代表取締役との意見交換を行うとともに、会計監査人並びに内部監査室と定期的に意見交換
を行う。また、監査役が当社の取締役、執行役員および従業員、並びに子会社の役員および従業員に対してヒヤリングする機会を確保する。

11.財務報告の適正性を確保するための体制

金融商品取引法に基づいて、財務報告に係る内部統制を構築し、その評価および報告を適切に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する体
制を整備し運用する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1.反社会的勢力排除についての基本的な考え方

上記「1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」 に記載のとおりです。

2.当社における具体的な取組み内容

(1)外部の専門機関との連携状況

反社会的勢力への対応を迅速に行うべく、総務人事部を中心に所轄の警察署、特殊暴力防止対策連合会、弁護士等と日常より緊密に連携して
おります。

(2)反社会的勢力排除条項の記載

相手方の属性が反社会的勢力であることが判明した場合、直ちに契約を解除できるように、契約書に反社会的勢力排除条項を記載することを原
則としております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要は別紙「情報開示の社内体制」のとおり



＜コーポレート・ガバナンス体制図＞
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